
民
生
委
員
・

児
童
委
員
と

主
任
児
童
委

員
の
役
割
は
？

民
生
委
員
・
児
童
委
員

　

地
域
を
見
守
る
、
地
域
住
民
の
身
近
な
相

談
相
手
で
す
。
ま
た
、
専
門
機
関
へ
の
つ
な

ぎ
役
に
も
な
り
ま
す
。

　

み
ず
か
ら
も
地
域
住
民
の
一
員
と
し
て
、

担
当
の
区
域
で
高
齢
者
や
障
害
者
の
安
否
確

認
や
見
守
り
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
声
か
け
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。医
療
や
介
護
の
悩
み
、

妊
娠
や
子
育
て
の
不
安
、
失
業
や
経
済
的
困

窮
に
よ
る
生
活
上
の
心
配
ご
と
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
内
容
に
応

じ
て
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
地

域
の
専
門
機
関
へ
の
つ
な
ぎ
役
に
な
り
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、
法
に
基
づ

く
守
秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
内
容
の
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。

主
任
児
童
委
員

　

子
ど
も
や
子
育
て
に
関
す
る
支
援
を
専
門

に
担
当
す
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
で
す
。

　

主
任
児
童
委
員
は
、
子
育
て
を
社
会
全
体

で
支
え
、
健
や
か
に
子
ど
も
を
産
み
育
て
る

環
境
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
平
成
6
年

1
月
に
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

担
当
地
区
で
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と

連
携
し
な
が
ら
子
育
て
の
支
援
や
児
童
健
全

育
成
活
動
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

 【
笠
井
信
一
さ
ん
と
民
生
委
員
制
度
】

◆
富
士
郡
蓼た

で

原は
ら

村
で
生
ま
れ
る

　
笠
井
信
一
さ
ん
は
、元
治
元
年（
1
8
6
4
年
）

6
月
19
日
、
富
士
郡
蓼
原
村
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
笠
井
さ
ん
は
、
蓼
原
村
の
三さ

ん

省せ
い

舎し
ゃ

（
現
在
の
富

士
第
一
小
学
校
）
で
学
ん
だ
後
、
旧
制
静
岡
中
学

校
、
東
京
第
一
高
等
学
校
を
卒
業
し
、
東
京
帝
国

大
学
（
現
在
の
東
京
大
学
）
英
法
科
に
入
学
。
明

治
25
年
に
卒
業
後
、
内
務
省
に
入
り
、
人
々
の
生

活
に
か
か
わ
る
仕
事
に
夢
中
で
取
り
組
み
ま
し
た
。

◆
県
知
事
を
歴
任

　
明
治
41
年
、
笠
井
さ
ん
は
、
全
国
の
知
事
の
中

で
最
も
若
く
し
て
、
岩
手
県
知
事
に
任
命
さ
れ
ま

し
た
。

民
生
委
員
制
度
と
は
？

　

平
成
29
年
に
創
設
1
0
0
周
年
を
迎
え
る

歴
史
と
実
績
の
あ
る
制
度
で
す
。

　

民
生
委
員
制
度
は
、
大
正
6
年
に
岡
山
県

で
発
足
し
た
「
済さ

い

世せ
い

顧こ

問も
ん

制
度
」
を
も
と
に

始
ま
り
ま
し
た
（
下
記
「
豆
知
識
」
参
照
）。

大
正
7
年
に
は
、
大
阪
府
で
「
方
面
委
員
制

度
」
と
い
う
同
様
の
制
度
が
発
足
し
、
昭
和

3
年
に
、
全
国
に
普
及
し
ま
し
た
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は
？

　

地
域
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
地
域
の
福
祉

を
担
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　

民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法
に
基
づ
き
、

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の

地
方
公
務
員
で
す
。
ま
た
、
民
生
委
員
は
児

童
福
祉
法
に
定
め
る
児
童
委
員
を
兼
ね
て
い

ま
す
。
民
生
委
員
の
任
期
は
3
年
で
す
。
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
す
る
た
め
給
与
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
活
動
に
必
要
な
経

費
は
支
給
さ
れ
ま
す
。

富
士
市
に
は
何
人
の
民
生
委
員
・
児
童

委
員
が
い
る
の
？

　

富
士
市
で
は
、
現
在
約
4
0
0
人
の
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
共
通
の
制
度
と
し
て
、
国
民
全
て
が

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
相
談
や
支
援
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

た
基
準
を
踏
ま
え
、
市
町
村
ご
と
に
定
数
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

『民生委員・児童委員』

５月１２日（火）は「民生委員・児童委員の日」です

あなたのまちの

笠井　信一さん
（1864年−1929年）

豆
知
識

「
民
生
児
童
委
員
の
父
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
「
笠
井
信
一
さ
ん
」。
実
は
、

富
士
市
出
身
で
す
。

イラスト：政府広報オンライン

4広報ふじ 2015年 5月 5日号



信
頼
関
係
が
大
切

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、「
隣
人
愛
」

を
持
っ
て
、
社
会
福
祉
の
向
上
の
た
め

活
動
し
て
い
ま
す
。
住
民
が
抱
え
る
生

活
課
題
を
受
け
と
め
、
行
政
や
専
門
機

関
と
協
働
し
て
、「
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
」

に
な
る
生
活
支
援
が
で
き
る
よ
う
心
が

け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
活
動
す
る
上
で

は
、
自
然
体
の
優
し
さ
が
大
切
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
訪
問
活
動

は
大
切
で
す
が
、
悩
み
を
抱
え
る
方
に

最
初
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

ご
近
所
の
方
で
す
。
ご
近
所
の
方
の
情

報
か
ら
支
援
に
つ
な
が
る
こ
と
も
よ
く

あ
り
ま
す
よ
。
つ
な
ぐ
思
い
や
り
の
心

“
絆
”
が
大
切
で
す
。

　

日
ご
ろ
の
何
気
な
い
会
話
を
大
切
に

し
、
何
か
あ
れ
ば
、
お
互
い
に
気
づ
い

て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
地
域
社
会
で
あ

る
と
よ
い
で
す
ね
。

富士市民生委員・
児童委員協議会会長
三宅　幸三さん
　　　　    （横割 6）  

問
い
合
わ
せ
　
福
祉
総
務
課

☎（
55
）2
7
5
7
　
5（
52
）2
2
9
0

Efu-fukushisoum
u@
div.city.

　fuji.shizuoka.jp

　
そ
の
後
、
大
正
2
年
に
静
岡
県
知
事
、
大
正
3

年
に
岡
山
県
知
事
に
就
任
し
ま
し
た
。

◆
大
正
天
皇
か
ら
の
ご
質
問

　
岡
山
県
知
事
を
務
め
て
い
た
大
正
5
年
、
宮
中

で
行
わ
れ
た
地
方
長
官
会
議
で
、
大
正
天
皇
か
ら

笠
井
さ
ん
に
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

「
県
内
で
生
活
に
困
っ
て
い
る
人
は
ど
の
く
ら
い

い
て
、
そ
の
人
々
が
身
を
立
て
る
よ
う
に
す
る
に

は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
」
と
い
う
内
容
で

し
た
。
岡
山
に
帰
っ
た
笠
井
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
生

活
に
困
っ
て
い
る
人
々
の
調
査
を
し
ま
し
た
。
す

る
と
、
県
民
の
約
1
割
の
人
が
と
て
も
生
活
に
困

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
笠
井
さ
ん
は
大
変
驚

き
ま
し
た
。
ま
た
、
生
活
に
困
る
原
因
に
は
、
体

が
不
自
由
な
こ
と
や
、
働
く
た
め
の
仕
事
が
な
い

こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
笠
井
さ
ん
は
真
剣
に
悩
み
、
そ
の

人
々
を
救
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
考
え
続

け
ま
し
た
。

◆
済
世
顧
問
制
度
を
つ
く
る

　
そ
の
結
果
、
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ま
ち
に
住
み
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
社
会
奉
仕

の
心
を
持
っ
た
人
た
ち
と
協
力
し
て
、
生
活
に
困

っ
て
い
る
人
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
民
生
委
員
制
度
の

も
と
に
な
る
「
済
世
顧
問
制
度
」
で
す
。

　
そ
の
後
、
笠
井
さ
ん
は
北
海
道
庁
長
官
や
勅
ち
ょ
く

撰せ
ん

貴
族
院
議
員
を
務
め
る
な
ど
活
躍
し
ま
し
た
が
、

昭
和
4
年
に
病
気
の
た
め
、
66
歳
の
生
涯
を
閉
じ

ま
し
た
。
今
で
は
そ
の
功
績
を
た
た
え
、
笠
井
さ

ん
は「
民
生
児
童
委
員
の
父
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

「民生委員・児童委員」が連携・協働する関係機関と専門職

民生委員・児童委員
協議会

民生委員・児童委員
主任児童委員

児童相談所

学校
保育園・幼稚園

福祉施設

警察・消防

医療機関

社会福祉協議会

町内会・自治会

地域包括
支援センター

保健所

ハローワーク

児童福祉司

教員

保育士

ホームヘルパー

医師 ケースワーカー

保健師

ケアマネジャー

ボランティア

近隣住民
知人・友人

市区町村役場
（福祉事務所）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
に
お
け
る
つ
な
ぎ
役

地
域
の
「
絆
づ
く
り
」
を
進
め
て
い
ま
す

地域住民を見守り、支えるネットワーク
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